
子
供
を
性
犯
罪
等
の
当
事
者
に
し
な
い
た
め
の
安
全
教
育
推
進
事
業

令
和

3年
度
予
算
額
（
案
）

33
百
万
円

( 
新

規
)

○
子
供
た
ち
が
性
犯
罪
被
害
に
遭
う
機
会
が
増
加
。
さ
ら
に
生
命
、
身
体
、
財
産
等
を
侵
害

す
る
度
体
が
高
い
重
要
犯
罪
が
急
増
。

・
児
童
ポ
ル
ノ
事
件
の
検
挙
件
数
は
年
々
増
加
し
、
平
成

30
年
は

3,
09

7件
で
過
去
最
多

・
SN

Sに
起
因
す
る
児
童
買
春
・
児
童
ポ
ル
ノ
被
害
児
童
は
令
和
元
年
度
は
過
去
最
多

（
H

26
：

61
8件

→
R

1：
1,

09
9件

）
・

SN
Sに

起
因
す
る
重
要
犯
罪
の
う
ち
、
強
制
性
交
等
、
略
取
誘
拐
、
強
制
わ
い
せ
つ
は

5
年
前
と
比
べ
お
よ
そ

3倍
に
増
加
（

H
26
：

37
件

→
R

1：
11

0件
）

○
女
性
に
対
す
る
暴
力
が
生
ま
れ
る
背
景
に
女
性
の
人
権
を
軽
視
す
る
傾
向
が
あ
る
と
の
指

摘
（
国
連
、

20
18
）
。

・
社
会
全
体
に
お
け
る
男
女
の
地
位
の
平
等
感
に
つ
い
て
国
民
の
７
割
が
「
男
性
が
優

遇
」
と
回
答
。
性
別
に
よ
る
固
定
的
な
役
割
分
担
意
識
が
存
在
（
内
閣
府
世
論
調
査
、

20
19

 ）
。

・
20

19
年
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ギ
ャ
ッ
プ
指
数
」
で
日
本
は
過
去
最
低
の
順
位
（

12
1位

／
15

3か
国
中
）

Ⅰ
学
校
に
お
け
る
生
命
（
い
の
ち
）
の
安
全
教
育
推
進
事
業

若
年
層
を
対
象
と
し
た
性
被
害
・
加
害
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、
関
係
省
庁
や
民
間

団
体
の
協
力
の
下
、
新
た
に
性
被
害
の
未
然
防
止
を
目
的
と
し
た
予
防
啓
発
教
材
を

活
用
し
た
モ
デ
ル
事
業
を
実
施
し
、
学
校
に
お
け
る
実
証
を
通
じ
た
指
導
方
法
の
他
、

関
係
機
関
と
の
連
携
を
含
め
た
指
導
の
充
実
を
図
る
取
組
等
に
関
す
る
指
導
モ
デ
ル

を
開
発
し
、
教
育
機
関
へ
普
及
・
展
開
を
図
る
。

（
小
・
中
・
高
校
対
象
）

【
令
和

3年
度
】
教
育
機
関
に
お
け
る
実
証
を
通
じ
た
指
導
モ
デ
ル
の
作
成

【
令
和

4年
度
】
指
導
モ
デ
ル
を
複
数
の
他
地
域
へ
展
開
し
、
内
容
を
改
善

【
令
和

5年
度
】
全
国
の
小
中
高
の
各
学
校
に
お
い
て
教
育
の
開
始

Ⅱ
学
校
と
地
域
で
育
む
男
女
共
同
参
画
促
進
事
業

関
係
機
関
・
団
体
の
連
携
の
下
、
小
・
中
学
生
を
対
象
に
、
男
女
の
尊
重
や
自
分
を

大
事
に
す
る
こ
と
の
理
解
、
固
定
的
な
性
別
役
割
分
担
意
識
解
消
の
理
解
を
深
め
る
教

育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
発
す
る
と
と
も
に
、
保
護
者
向
け
啓
発
資
料
を
作
成
し
、
性
差
に

関
す
る
偏
見
や
性
被
害
、
性
暴
力
の
背
景
に
あ
る
性
差
別
意
識
の
解
消
を
図
る
。

（
小
・
中
学
生
対
象
）

【
令
和

3年
度
】
児
童
生
徒
を
対
象
と
し
た
指
導
教
材
と
保
護
者
向
け
啓
発
資
料
の
作
成

【
令
和

4年
度
】
指
導
教
材
の
実
証
を
通
じ
て
改
善
を
図
る

【
令
和

5年
度
】
全
国
の
小
中
学
校
へ
の
普
及
・
展
開
を
図
る

事
業
概
要
（
委
託
事
業
）

現
状
・
課
題

取
組
の
必
要
性

◆
「
性
犯
罪
・
性
暴
力
対
策
の
強
化
の
方
針
」

（
令
和

2年
6月

性
犯
罪
・
性
暴
力
対
策
強
化
の
た
め
の
関
係
府
省
会
議
）

【
教
育
・
啓
発
活
動
を
通
じ
た
社
会
の
意
識
改
革
と
暴
力
予
防
】

(学
校
等
に
お
け
る
教
育
や
啓
発
の
内
容
の
充
実

)
…
工
夫
し
た
分
か
り
や
す
い
教
材
や
年
齢
に
応
じ
た
適
切
な
啓
発
資
料

…
等
を
、

…
関

係
府
省
に
お
い
て
早
急
に
作
成
・
改
訂
す
る
と
と
も
に
、
文
部
科
学
省
か
ら
教
育
委
員

会
や
高
等
教
育
機
関
等
に
周
知
し
、
関
係
者
の
協
力
を
得
て
、
令
和
３
年
度
か
ら
４
年

度
に
か
け
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
段
階
的
に
教
育
の
現
場
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ

う
に
す
る
。

…
あ
わ
せ
て
、
子
供
た
ち
の
指
導
に
役
立
つ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
・
普
及

を
通
じ
、
性
被
害
、
性
暴
力
の
背
景
に
あ
る
性
差
別
意
識
の
解
消
を
図
る
。

◆
「
骨
太
方
針
２
０
２
０
」
（
令
和

2年
7月

18
日
閣
議
決
定
）

「
性
犯
罪
・
性
暴
力
対
策
の
強
化
の
方
針
」
に
基
づ
き
、
今
後
３
年
間
を
「
集
中
強

化
期
間
」
と
し
て
、
被
害
者
支
援
の
充
実
、
加
害
者
対
策
、
教
育
・
啓
発
等
を
強
化

す
る
。

◆
す
べ
て
の
女
性
が
輝
く
社
会
づ
く
り
本
部
に
お
け
る
内
閣
総
理
大
臣
発
言

（
令
和
２
年
７
月
１
日
）

性
犯
罪
・
性
暴
力
対
策
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
重
点
方
針
に
お
い
て
、
今
後
３
年
間

で
、
集
中
的
に
強
化
す
る
こ
と
を
盛
り
込
み
ま
し
た
。

…
ま
た
、
性
暴
力
の
加
害
者

や
被
害
者
に
な
ら
な
い
た
め
の
教
育
を
強
化
し
て
い
き
ま
す
。

現
在
及
び
将
来
に
わ
た
り
子
供
た
ち
の
安
全
・
安
心
を
守
る
た
め
に

は
、
性
被
害
・
加
害
を
防
ぐ
た
め
の
年
齢
に
応
じ
た
適
切
な
教
育
・
指

導
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
性
被
害
・
性
暴
力
の
背
景
に
あ
る
性
差

別
意
識
の
解
消
を
図
る
こ
と
が
重
要
。
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○懲戒処分等を受けた教育職員は、4,677人（0.51％）で、 平成30年度 （5,978人（0.65％） ）から1,301人減少。
・「体罰」により懲戒処分等を受けた者は、550人（0.06％）で、平成30年度578人（0.06％） から減少。
・「わいせつ行為等」により懲戒処分等を受けた者は、273人（0.03％）（平成30年度282人（0.03%））で、過去２番目
の多さ。

・うち、児童生徒に対するわいせつ行為により懲戒処分を受けた者は126人(免職 121人)。
※(  )内の割合は教育職員数に対する割合

教育職員の懲戒処分等の状況（令和元年度）

区分 年度
懲戒処分

訓告等 総計
免職 停職 減給 戒告 合計

交通違反・
交通事故

元 ３６ ２６ ５８ ８４ ２０４ ２，２８３ ２，４８７

３０ ２７ ４２ ７２ ９９ ２４０ ２，５２１ ２，７６１

体罰
元 ０ １８ ６８ ５６ １４２ ４０８ ５５０

３０ ０ １３ ７３ ５５ １４１ ４３７ ５７８

わいせつ
行為等

元
※１

１５３
（１２１）

５０
（５）

１６
(０)

９
（０）

２２８
（１２６）

４５
（０）

２７３
（１２６）

３０ １６３ ５７ １８ ７ ２４５ ３７ ２８２

個人情報の不
適切な取扱い

元 ０ ０ ５ １１ １６ ２９７ ３１３

３０ ０ １ １９ ２０ ４０ ２８７ ３２７

その他
元 ２４ ６３ ９０ ６４ ２４１ ８１３ １，０５４

３０ ４１ ６３ ６９ ５９ ２３２ １，７９８ ２，０３０

合計
元 ２１３ １５７ ２３７ ２２４ ８３１ ３，８４６ ４，６７７

３０ ２３１ １７６ ２５１ ２４０ ８９８ ５，０８０ ５，９７８

（単位：人）

※１ わいせつ行為等の令和元年度の（ ）は、児童生徒に対するわいせつ行為による件数で内数。

令和元年度 公立学校教職員の人事行政状況調査

＜許さない・戻さない＞
（１）児童生徒に対するわいせつ行為を行った教員への厳正な対処

・原則として懲戒免職（※）、告発の徹底 ・免職処分を受けた者の教員免許状失効情報に係る官報公告の徹底 等

（※）令和２年９月時点で、全ての都道府県・指定都市教育委員会において、児童生徒に対するわいせつ行為を行った
教員は原則免職とする旨の懲戒処分基準が整備済

（処分基準の内容例） 非違行為の内容：児童生徒に対して、わいせつな行為を行った場合 処分の量定：免職

＜させない・守る＞
（２）予防的な取組の推進
・SNS等による私的なやりとりを行ってはならないことの明確化 ・密室状態の回避、組織的対応の推進 等

＜近づけない・防ぐ＞
（３）採用前・採用段階における取組の推進
・官報情報検索ツールの検索可能期間の延長、適切な活用の促進 ・採用時における研修等の充実 等

○ 児童生徒を守り育てる立場にある教師が、児童生徒に対してわいせつ行為を行うようなことは、
断じてあってはならない。

○「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」（令和２年６月関係府省会議決定)に沿って、教員による
わいせつ行為等の防止に向け、実効性ある取組を速やかに進めていく。

基本的な考え方基本的な考え方

対応の方向性対応の方向性

教員によるわいせつ行為等の防止に向けた取組

制度見直し、通知、指導、研修等により、あらゆる機会を捉えて各教育委員会の取組の徹底・推進 1
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○教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）

（授与）→欠格事由

第五条 普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める基礎

資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関に

おいて別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者又

はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただ

し、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。

一 十八歳未満の者

二 高等学校を卒業しない者（通常の課程以外の課程におけるこれに相当する

ものを修了しない者を含む。）。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒

業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。

三 禁錮以上の刑に処せられた者

四 第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力

を失い、当該失効の日から三年を経過しない者

五 第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、

当該処分の日から三年を経過しない者

六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府

を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに

加入した者

（失効）→公立学校教員の非違行為の場合

第十条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免

許状はその効力を失う。

一 第五条第一項第三号又は第六号に該当するに至つたとき。

二 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。

三 公立学校の教員（地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第

二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。）であつて同法

第二十八条第一項第一号又は第三号に該当するとして分限免職の処分を

受けたとき。

２ 前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理

者に返納しなければならない。
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（取上げ）→公立学校教員以外の非違行為の場合

第十一条 国立学校、公立学校（公立大学法人が設置するものに限る。次項第一

号において同じ。）又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の

場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められる

ときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。

２ 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者

は、その免許状を取り上げなければならない。

一 国立学校、公立学校又は私立学校の教員（地方公務員法第二十九条の二

第一項各号に掲げる者に相当する者を含む。）であつて、前条第一項第三

号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号

に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められる

とき。

二 地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する公立学校

の教員であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二

十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由

により免職の処分を受けたと認められるとき。

３ 免許状を有する者（教育職員以外の者に限る。）が、法令の規定に故意に違

反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと

認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。

４・５ （略）

（失効等の場合の公告等）

第十三条 免許管理者は、この章の規定により免許状が失効したとき、又は免許

状取上げの処分を行つたときは、その免許状の種類及び失効又は取上げの事

由並びにその者の氏名及び本籍地を官報に公告するとともに、その旨をその

者の所轄庁及びその免許状を授与した授与権者に通知しなければならない。

２ この章の規定により免許状が失効し、若しくは免許状取上げの処分を行い、

又はその旨の通知を受けたときは、その免許状を授与した授与権者は、この

旨を第八条第一項の原簿に記入しなければならない。
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○学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）

第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができ

ない。

一 禁錮以上の刑に処せられた者

二 教育職員免許法第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免

許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者

三 教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上

げの処分を受け、三年を経過しない者

四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政

府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれ

に加入した者

○刑法（明治四十年法律第四十五号）

（刑の種類）

第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

（刑の消滅）

第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が

罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力

を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以

上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
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1 / 2 

令和２年 12 月 25 日（金） 

萩生田文部科学大臣の閣議後記者会見における冒頭発言（抜粋） 

○ 児童生徒等にわいせつ行為を行った教員への厳正な対応のた

めの法改正の検討状況及び今後の方策について申し上げます。

○ 文部科学省としては、こうした教員が二度と教壇に立つことが

ないよう、懲戒免職等により教員免許状が失効した者の欠格期間

を実質的に無期限に延長できないかと考え、教育職員免許法の

改正について、内閣法制局等と相談を重ねてきましたが、いまだ

法制上乗り越えられない課題があり、次期通常国会に内閣提出

法案として提出できる状況には至りませんでした。

今後も、関係省庁と相談を続けるとともに、他の方策で実効性

があると考えられるものを速やかに実行してまいりたいと思います。 

○ これまでの検討経緯等は（中略）、

・児童生徒等にわいせつ行為を行い懲戒免職となった者に、無

期限に教員免許状を授与しないとすることについては、現行法

上、例えば殺人罪などの重罪を犯し懲役刑に処せられた場合で

も、刑の執行後 10 年で刑が消滅することなどとの均衡上、法制

的に採ることができませんでした。

・次に、専門家のお話では、「小児性愛」に該当する者は子供と

身近に関わる環境下でわいせつ行為を行うおそれがあるとの指

摘があることを踏まえ、その診断を受けた者に教員免許状を授

与しないとすることを検討しましたが、内閣法制局から「小児性

愛」は概念が十分に明確とは言えないとの指摘を受け、厚労省

にも照会し、私も田村大臣とも話合いをしましたけれども、現状

では疾病として診断基準等が確立されているとは言えないとの

回答であり、現時点では、適用範囲の明確さが求められる法令

上の欠格事由として規定することはできないと判断せざるを得

ませんでした。
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○ このような状況から、法改正は引き続きの検討課題となります

が、文科省として、可能な限りの手立てを講じるという強い思いを

持ってこの問題に取り組んでまいりたいと思います。

○ その一つとして、（中略）文部科学省が教員採用権者に提供して

いる過去の免許状失効歴を簡便に参照できる「官報情報検索ツ

ール」について、来年２月中に検索可能期間を「直近 40 年間」に

大幅延長することを既に決定をしておりますが、このツールの実

効性を高めるために、新たに省令を改正し、懲戒免職の事由が

児童生徒等に対するわいせつ行為であることが判別できるように

します。

○ また、教員採用時の書類の様式につきまして、処分歴等の記入

欄を設け、詳細な記載を求めている地方公共団体の例や参考様

式を示し、工夫・改善を要望して、要請してまいりたいと思います。

○ このほか、児童生徒等にわいせつ行為を行った教員を原則とし

て懲戒免職処分とすることや、遺漏なく告発することを徹底すると

ともに、教員が児童生徒等と私的な SNS などによるやりとりを行

わないことの明確化なども含め、予防的な取組を推進をいたしま

す。

○ なお、この問題は教員だけでなく、保育士ですとか、子供と日常

的に接する職種に共通する課題であります。例えばイギリスでは、

そうした職種に人の雇用をする場合に、DBS という公的機関が発

行する無犯罪証明書を求める仕組みがあり、参考になると考えて

います。

本日、閣議決定された「第５次男女共同参画基本計画」でも、海

外の例も参考にしつつ検討する旨が盛り込まれており、文科省と

しても、そうした検討にも積極的に協力してまいりたいと思います。 
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２ 教 教 人 第 ３ ６ 号 

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ６ 日 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

各 指 定 都 市 ・ 中 核 市 教 育 委 員 会 教 育 長 

各都道府県知事（私立学校担当、幼保連携型認定こども園担当） 

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長 殿 

附 属 学 校 を 置 く 各 国 立 大 学 法 人 の 長 

各 文 部 科 学 省 所 轄 学 校 法 人 理 事 長 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長 

中 野 理 美 

（公印省略） 

文部科学省高等教育局私学部私学行政課長 

小 谷 和 浩 

（公印省略） 

官報情報検索ツールの改善及びその適切な活用の更なる推進について（依頼） 

文部科学省において、わいせつ行為を行った教育職員への厳正な対応の一環として、

教育職員の採用権者（以下単に「採用権者」という。）に提供している「官報情報検索ツ

ール」（以下「検索ツール」という。）の検索可能な情報の期間を直近 40 年間に延長する

こと等については、「官報情報検索ツールの改善及びその適切な活用について（依頼）」

（令和２年 10 月 30 日付け２教教人第 28 号、総合教育政策局教育人材政策課長・高等

教育局私学部私学行政課長通知。以下「令和２年 10 月通知」という。）により通知して

いたところです。 

この度、本日付けで提供する検索ツールから、直近 40 年間分の官報掲載情報について

検索ができるようになりました。今後、採用権者は教育職員の採用に当たり、採用され

ることを希望する者（以下「採用希望者」という。）について、過去 40 年間に懲戒免職

処分等を受けたことによって教育職員免許状（以下「免許状」という。）が失効・取上げ

となった事実の有無をより簡便に確認できるようになり、適切な採用判断に資すること

が期待されます。つきましては、令和２年 10 月通知にも留意の上、検索ツールを適切に

活用いただきますようお願いします。今回初めて検索ツールの利用を希望する採用権者

は、文部科学省への申請が必要です。利用の申請は随時受け付けており、必要書類の提

出によって完了します。 

なお、検索ツールに登録される氏名は、官報に掲載された免許状失効時の氏名です。

採用希望者の大学の卒業証書の原本や卒業証明書等によって、改名前の氏名を確認し、

現在の氏名と両方を検索することで、懲戒免職歴等を秘匿することを意図して改名した

上で新たに免許状の授与を受けて採用されようとするケースについても有効な対応が

できます。 

「官報情報検索ツール」について、本日付けで提供するものから検索可能期間を直近

40 年間に延長したこと及びその適切な活用の推進について通知します。【新規】（抄） 
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各都道府県教育委員会は、域内の市区町村教育委員会（指定都市・中核市教育委員会を除

く。）に対し、各都道府県知事部局（私立学校担当）は、所轄の学校法人等（文部科学省

所轄の学校法人を除く。）に対し、各都道府県知事部局（幼保連携型認定こども園担当）

は、域内の市区町村及び幼保連携型認定こども園（公立・私立とも）に対し、構造改革

特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の

長は、域内の学校設置会社に対し、この通知について周知し、検索ツールの適切な活用

を促していただきますようお願いします。 

【本件担当】 

文部科学省総合教育政策局 

教育人材政策課教員免許企画室 吉田・鈴木 

T E L ：03-5253-4111（内線 3572） 

E-mail：kensakudata@mext.go.jp (専用アドレス)
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教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令案の概要 

Ⅰ 改正の趣旨 

官報公告される教員免許状の失効・取上げの情報を活用し、教員採用権者にお

いてより適切な採用選考に資するよう、失効・取上げ事由である懲戒免職等の具

体的事由等を官報公告事項として規定するほか、所要の改正を行うもの。 

Ⅱ 改正の概要 

１．教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号。以下「法」という。）第 13 条第

１項の規定による公告は、次の事項を官報に掲載して行うものとする。 

(1)氏名、(2)本籍地、(3)免許状の種類、(4)授与権者、(5)授与年月日、

(6)免許状の番号、(7)失効・取上げの年月日、(8)失効・取上げの事由

（失効・取上げの事由が懲戒免職又はこれに相当する解雇であるときは、次の

①～⑤のいずれに該当するかの別も含む。）

① 18 歳未満の者又は自らが勤務する学校に在籍する幼児、児童若しくは生

徒に対するわいせつな行為又はセクシュアル・ハラスメント 

② わいせつな行為又はセクシュアル・ハラスメント（①に該当するものを除

く。） 

③ 交通法規違反又は交通事故

④ 教員の職務に関し行った非違行為（①～③に該当するものを除く。）

⑤ その他の事由

２．所轄庁（免許管理者を除く。）が法第 14 条の規定による免許管理者への通知

を行う場合（懲戒免職処分があったとき又はこれに相当する解雇があったと

思料するときに限る。）又は学校法人等が法第 14 条の２の規定による所轄庁

への報告を行う場合（その行った解雇の事由が懲戒免職に相当する解雇と思

料するときに限る。）には、その通知又は報告には、懲戒免職又は解雇の事由

が上記１．①～⑤のいずれに該当すると思料するかの別を付して行うものと

する。 

３．上記に併せて、原簿記載事項の規定の整備を行うこととする。 

Ⅲ 施行日等 

令和３年４月１日 

※ Ⅱの１．は施行日以後に免許状が失効・取上げとなった者について、Ⅱの２．

は施行日以後に懲戒免職処分を受け又は解雇された者について適用する。 
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